
電子提供措置の開始日 2026年5月26日

第103回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

会社の新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制
連結株主資本等変動計算書
連結計算書類の連結注記表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

上記項目につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただきました株主様へ
ご送付している書面には掲載しておりません。
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会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

① 新株予約権の概要
発行回次
(付与決議日) 新株予約権の数 目的となる株式の

種類及び数 行使期間 発行価額

第１回新株予約権
(2016年６月21日)

55個
(1個当たり100株) 普通株式 5,500 株 2016年７月７日から

2036年７月６日まで
1個当たり
46,500円

第２回新株予約権
(2017年６月20日)

45個
(1個当たり100株) 普通株式 4,500 株 2017年７月６日から

2037年７月５日まで
1個当たり
65,000円

第３回新株予約権
(2018年６月19日)

62個
(1個当たり100株) 普通株式 6,200 株 2018年７月５日から

2038年７月４日まで
1個当たり
78,700円

第４回新株予約権
(2019年６月18日)

69個
(1個当たり100株) 普通株式 6,900 株 2019年７月４日から

2039年７月３日まで
1個当たり
95,000円

（注）1. 上記新株予約権の１株当たり行使価格は、１円であります。
2. 上記新株予約権の行使は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から
10日間に限られます。

3. 社外取締役は保有しておりません。

② 当社役員の保有状況
区 分 発行回次 新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数

取締役
(監査等委員及び
社外取締役を除く)

第１回新株予約権 ０個 0 株 ０ 名

第２回新株予約権 ０個 ０ 株 ０ 名

第３回新株予約権 32個 3,200 株 1 名

第４回新株予約権 30個 3,000 株 １ 名

取締役
(監査等委員)

第１回新株予約権 55個 5,500 株 １ 名

第２回新株予約権 45個 4,500 株 １ 名

第３回新株予約権 30個 3,000 株 １ 名

第４回新株予約権 39個 3,900 株 １ 名

（注）当社取締役（監査等委員）が保有している新株予約権のうち、第１回〜第３回新株予約権は、当社
取締役在任中に、第４回新株予約権は、当社監査役在任中に付与されたものであります。

（2）当事業年度中に当社従業員等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制
(1) 取締役会における決議の内容の概要
当社は、会社法第399条の13第２項に基づき、内部統制システムの整備に必要とされる各条

項に関する方針を「内部統制システム整備に関する基本方針」として、以下のとおり定めており
ます。代表取締役及び取締役は、この方針に従い当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、
「当企業集団」という。）の適正で効率的な業務執行のための体制を整備し、経営環境の変化に対
応するため、この基本方針を毎年見直し、必要に応じて取締役会に付議し、その改善、充実を図
ります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役は、当企業集団のコンプライアンスの確立を経営の重要課題の一つと位置付け、
法令等の社会規範及び定款等の社内規範を遵守するため、「コンプライアンス規程」に基
づき、当企業集団の経営理念を尊重し「企業行動指針」及び「企業行動基準」に従って行
動する。また管理部門担当執行役員は、コンプライアンス違反行為等の報告・相談を受け
付けるため設置した「社内報告相談制度」の運用状況を監督し、その結果を定期的に社長
に報告する。

(ロ) 取締役は、コンプライアンス経営の徹底を図るため、「コンプライアンス委員会」を活
用し、コンプライアンス施策の当企業集団における実施状況の把握、取締役・執行役員及
び使用人の教育研修等を行い、委員会の活動内容を定期的に社長に、必要に応じて経営会
議ないし取締役会に報告する。

(ハ) 取締役は、社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対する
方針を「企業行動指針」及び「企業行動基準」に示すと共に当企業集団の体制を整備し、
警察等外部機関と連携してこれらの勢力に対しては毅然たる態度で臨み、関係排除に取り
組むものとする。

(ニ) 取締役は、サステナブル経営を推進するため、代表取締役社長を委員長とする「サステ
ナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティに関する取り組みについて各議題の審
議・検討を踏まえた上で意思決定等を行い、委員会の活動内容を必要に応じて経営会議な
いし取締役会に報告する。

(ホ) なお監査室長は、当企業集団のコンプライアンスの状況について適宜監査を実施し、そ
の結果を社長及びコンプライアンス委員会に、必要に応じて取締役会に報告する。
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② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ) 取締役は、それぞれの職務の執行に係る情報を「文書管理規程」、「情報システム管理規
程」等の社内規程に基づき、書面文書又は電子文書に記録し、適切に保存し管理する。

(ロ) 管理部門担当執行役員は、「文書管理規程」、「情報システム管理規程」等の情報の保存、
管理に関する規程を必要に応じて適宜見直し、改善を図るほか、重要な情報の保存状況を
検索可能とし、必要に応じて閲覧可能とする体制を整備する。

(ハ) なお監査室長は、重要な情報の保存及び管理の状況について適宜監査を実施する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ) 各部室長は、「リスク管理規程」に基づき担当部署の業務に付随するリスクの管理を行
う。

(ロ) 取締役は、各リスクを統合し全体的な管理を行うため、「リスク管理委員会」を活用し、
㋑ リスクの特定、評価の総合管理
㋺ リスク管理方針、管理計画の策定及び見直し
㋩ リスク管理状況の取りまとめ
等の所管事項を定期的に社長に、必要に応じて経営会議ないし取締役会に報告する。
なお、企業活動に大きな影響を及ぼす環境問題や気候変動及び人権侵害等に関する課
題・リスク等に対応するため、「サステナビリティ推進室」を設置し、リスク管理委員
会はその対応状況についてもモニタリングするものとする。

(ハ) 取締役は、「事業継続計画」を整備し、緊急事態が発生した時に会社がとるべき対応に
ついて周知徹底を図る。

(ニ) なお監査室長は、各部室の日常的なリスク管理状況について、適宜監査を実施し、監査
結果を社長及びリスク管理委員会に報告する。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 当社は、取締役会を原則月１回開催し、取締役会は「取締役会規則」に従い、経営に関
する重要事項の決定、取締役の職務執行状況の監督等を行う。

(ロ) 取締役は、取締役会が決定した基本方針に基づき、経営会議において業務の執行並びに
計画に関する報告及び審議を行い、職務の執行の効率化を図る。

(ハ) 取締役は、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に従って、職務の執行に
必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃・職務の執行の効率化推進等の必要に応
じて適宜見直す。

(ニ) 重要な職務の執行については、「稟議規程」に基づき、事前に権限者の決裁を受ける。
(ホ) 取締役会において執行役員を選任し、効率的な職務の執行を行う。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役は、使用人が常にコンプライアンス意識をもって業務に取り組むよう、「コンプ
ライアンス規程」、「企業行動指針」及び「企業行動基準」を定め、具体的に遵守すべき事
項を明示する。

(ロ) 取締役は、コンプライアンス経営に基づく社内の体制や健全な社風を維持し向上させる
ため、コンプライアンス委員会の活動を継続して機能させる。またコンプライアンス委員
会の活動状況を把握するため所管事項について定期的に社長に、必要に応じて経営会議な
いし取締役会に報告する。さらに、社内におけるコンプライアンス違反行為等の報告・相
談を受け付けるため設置した「社内報告相談制度」を適切に運用する。

(ハ) なお監査室長は、「内部監査規程」に基づき、会計監査、業務監査、特別監査を実施し、
使用人の業務の執行状況を社長に報告する。
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⑥ 当企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ) 取締役及び関係部門は、「関係会社管理規程」に従い、子会社との「経営指導協定書」、
「業務委託契約書」等に基づき、子会社の指導管理を行い、企業集団としての業務の適正
確保と効率性の向上を推進する。

(ロ) 取締役及び関係部門は、子会社の取締役、使用人等の職務の執行に係る事項を把握する
ため当企業集団において開催される会議等で子会社から報告を求めるほか、子会社の取締
役会議事録、計算書類及び稟議書等の閲覧を行い、子会社の職務の執行が法令及び定款に
適合することを確認し、当企業集団の業務の適正確保と効率性の向上を推進する。

(ハ) 取締役は、「リスク管理規程」を当企業集団各社にも適用し、またリスク管理の状況を
「リスク管理委員会」を活用し適切に把握し対応する体制を整備する。

(ニ) 当企業集団に属する会社間の取引は、法令・会計原則その他の社会規範に照らし適切に
処理する。

(ホ) 監査等委員会及び監査室長は、当企業集団各社の監査ないし内部監査を実施し、職務の
執行が法令及び定款に適合していることを確認し、当企業集団の業務全般にわたる内部統
制の有効性と妥当性を確保する。また、監査の年次計画、実施状況及びその結果を、必要
に応じて取締役会に報告する。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
(イ) 監査等委員会の職務を補助する組織を人事総務部とし、必要に応じて人事総務部員が補
助する。

(ロ) 監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置くときは、監査等委員会の意見を尊
重して決定する。

⑧ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員
である取締役を除く）からの独立性に関する事項

(イ) 監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人の人事考課は、常勤監査等委員が行い、
任免、異動については監査等委員会の意見を尊重する。

(ロ) 監査等委員会の職務を補助する使用人に対する指示の実効性を確保するため、監査等委
員会が当該使用人を取締役（監査等委員である取締役を除く）から独立させて業務を行う
よう指示することができる体制とする。
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⑨ 当企業集団の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員、監査役及び使用人又
はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の
監査等委員会への報告に関する体制

(イ) 当企業集団の取締役（監査等委員である取締役を除く）は、以下の事項について、監査
等委員会に対して報告を行う。
㋑ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
㋺ 内部監査及びリスク管理に関する重要な事項
㋩ コンプライアンス違反に関する重要な事項
㊁ その他㋑〜㋩に準じる事項

(ロ) 当企業集団の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員、監査役及び使用人
又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の定めるところに従い、監査等委員
会の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行う。

(ハ) 取締役（監査等委員である取締役を除く）は、監査等委員会へ報告を行った当企業集団
の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員、監査役及び使用人又はこれらか
ら報告を受け監査等委員会に報告した者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取
扱いを受けないよう体制を整備し、その旨を当企業集団全体に周知する。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、監査室長との間に、それぞれ定期的に意
見・情報を交換する機会を設ける。

(ロ) 監査等委員は、監査の実効性を確保するため、監査等委員会が定めた業務の分担に従
い、取締役会、経営会議、役員部長会その他の重要な会議に出席するほか、取締役会議事
録、稟議書その他重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員及び使用人に説明
を求める。

(ハ) 監査等委員は、独自の意見形成及び監査の実施にあたり必要と認めるときは、法律事務
所、会計監査人等を活用する。

(ニ) 監査等委員の職務を執行する上で必要な費用の請求等があった場合は、速やかに当該費
用又は債務を支払うものとする。
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(2) 当事業年度における運用状況の概要
当社では、上記のとおり業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度

における当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役会の開催状況
監査等委員会設置会社移行前に当社の取締役会は２回開催され、社外取締役４名を含む取締

役７名で構成し、監査役３名（うち社外監査役２名）も出席した上で開催しました。監査等委
員会設置会社移行後に取締役会は９回開催され、社外取締役６名を含む取締役（監査等委員で
ある取締役を含む）10名で構成し、全会とも取締役の適正な職務執行の確保に努めました。

② 監査等委員会（監査等委員会設置会社移行以前は監査役会）の職務の執行について
当事業年度において、監査等委員会設置会社移行以前の監査役会を２回開催、同移行後の監

査等委員会を10回開催しております。
監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画などに基づき、監査等委員（監査等委員会設置

会社移行以前は監査役）は、取締役会等重要な会議への出席、稟議書等重要な文書の閲覧、取
締役・執行役員及び使用人との対話、並びに監査等委員会における監査等委員間の情報交換等
に基づき会社の状況を把握し、また会計監査人・監査室との連携の強化を図り、取締役・執行
役員及び使用人の職務の執行状況を監査いたしました。

③ 内部監査の実施について
監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務の監査、並びに内部統制監査を実施

いたしました。

④その他重要な会議の開催状況
当社は、経営会議を11回、リスク管理委員会を５回、コンプライアンス委員会を４回開催

いたしました。
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連結株主資本等変動計算書
(20252026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 9,827 9,199 56,434 △358 75,103
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,018 △2,018
親会社株主に帰属する当期純利益 4,675 4,675
自 己 株 式 の 取 得 △1,724 △1,724
自 己 株 式 の 処 分 △67 188 121
利益剰余金から資本剰余金への振替 67 △67 −
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 − − 2,590 △1,535 1,054
当 期 末 残 高 9,827 9,199 59,024 △1,893 76,158

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括

利益累計額合計
当 期 首 残 高 5,561 − △4,568 150 1,143
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
親会社株主に帰属する当期純利益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
利益剰余金から資本剰余金への振替
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） 3,950 △9 − 137 4,078

連結会計年度中の変動額合計 3,950 △9 − 137 4,078
当 期 末 残 高 9,512 △9 △4,568 287 5,222
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（単位：百万円）
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 76 76,323
連結会計年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △2,018
親会社株主に帰属する当期純利益 4,675
自 己 株 式 の 取 得 △1,724
自 己 株 式 の 処 分 121
利益剰余金から資本剰余金への振替 −
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額） △59 4,019

連結会計年度中の変動額合計 △59 5,074
当 期 末 残 高 16 81,397
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数
２社

連結子会社の名称
Keihanshin Building America Co., Ltd.
京阪神建築サービス㈱
なお、京阪神建築サービス㈱は2024年３月末をもって事業を停止（休眠）しております。

（2）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社数
３社

会社等の名称
CBRE UIV Ⅱ MASTER FUND,L.P.
13100 NOEL ROAD JV LLC
FDG DECLAN URP,LLC
当連結会計年度において、CBRE UIV Ⅱ MASTER FUND,L.P.、13100 NOEL ROAD JV LLC及び

FDG DECLAN URP,LLCに出資したことにより、各社を持分法適用の範囲に含めております。
持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しています。
（3）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のKeihanshin Building America Co., Ltd.の決算日は12月31日であり、同日現在の決算財
務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な
調整を行っております。なお、京阪神建築サービス㈱の決算日は連結決算日と一致しております。
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（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券………償却原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの

………時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定)

市場価格のない株式等
………移動平均法による原価法

なお、匿名組合出資金等については、その損益のうち、当社に帰属する
持分相当額を営業外損益に計上するとともに、「投資有価証券」を加減す
る方法を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

………定額法

無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

………定額法

リ ー ス 資 産………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期
間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債

権は財務内容評価法によっております。
当連結会計年度においては該当がないため計上しておりません。

賞 与 引 当 金………従業員の賞与支給に充てるため、前連結会計年度の支給実績を勘案して
当連結会計年度の負担すべき支給見込額を計上しております。
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④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、顧客との契約から生じる収益について、以下の５つのステップを適用することにより

収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益

を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（イ）賃貸物件の使用に関連して生ずる電気料等

顧客（賃貸物件のテナント）が使用する電力使用量等について、当該電力等を使用した時点で当該電
力財に対する支配が顧客に移転したと判断し、契約に示されている対価（従量料金）に基づいて収益を
認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
（ロ）ウインズビルのうち他社との共同事業

ウインズビルのうち他社との共同事業について、契約に基づくサービスを顧客に移転することによっ
て当社グループが履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収益を認識してお
ります。
履行義務の対価は、当月分を前月末に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

（ハ）ビル管理業務
顧客（賃貸物件のテナント）に対するビル管理業務について、ビル管理業務に係るサービスを顧客に

移転することによって当社グループが履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づい
て収益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
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⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

………在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、収益
及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の
為替換算調整勘定として表示しております。

退職給付に係る会計処理の方法
………当社グループは退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給

付に係る期末自己都合要支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。

控除対象外消費税等の会計処理の方法
………資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しており

ます。

２．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 −百万円
（2）その他の情報

当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、個別賃貸物件ごとに最小の単
位で資産のグルーピングを行い、減損の兆候が生じた場合に、当該不動産について減損の認識・測定
を行い、減損を認識する必要がある資産について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として計上しております。
固定資産の回収可能価額については、将来キャッシュ・フローの総額、割引率、正味売却価額等の

前提条件に基づき算定しているため、不動産賃貸市況の変化等が生じた場合、将来キャッシュ・フロ
ーの総額の前提条件が変動することにより、固定資産の減損を実施し当社グループの業績を悪化させ
る可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 58,300 百万円
（2）土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産

税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出
（再評価を行った年月日）
2002年３月31日
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び株式数

普通株式 48,811,498株
（2）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の
総額(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会 普通株式 1,044 21.50 2025年３月31日 2025年６月23日
2025年10月31日
取締役会 普通株式 973 20.00 2025年９月30日 2025年12月５日

計 2,018
② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2026年６月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案し
ております。
（イ）配当金の総額 954百万円
（ロ）１株当たり配当額 20.00円
（ハ）基準日 2026年３月31日
（ニ）効力発生日 2026年６月22日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（3）当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く)の目的となる株式の種

類及び数
普通株式 23,100株

５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、一時的な資金運用については安全性の高い流動的な金融資産等で運用し、また、資金調
達については金融機関借入及び社債発行によることとしております。デリバティブは、一部の長期借入金に
限り、金利変動リスクを回避するために利用することとし、投機的な取引は行わない方針としております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとに期日管理を行っており

ます。また、当社グループの主な事業である不動産賃貸事業は、事業の性格上、大半の取引先から翌月分の
賃料を当月末までに前受けしており、また賃料の数ヶ月分に当たる敷金及び保証金を差入いただいておりま
すので、その分担保されております。
投資有価証券は主に上場株式とエクイティ出資金等です。このうち上場株式は市場価格の変動リスクに晒

されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に株式の保有効果を取締役会において
検証しております。
営業債務である買掛金は、１年以内を支払期日としております。
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社債は主として設備投資に係る資金調達であり、償還期間は５年、７年、10年、15年と20年でありま
す。
借入金につきましては、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（借入期間は5年

から15年）は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金は原則として固定金利により調達してお
ります。

（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。
また、「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間

で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
連結貸借対照表
計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円)

(1)投資有価証券
その他有価証券 16,843 16,843 −

(2)敷金及び保証金 2,192 532 △1,660
資産計 19,035 17,375 △1,660

(1)社債
（１年内償還予定含む） 50,000 42,295 △7,704

(2)長期借入金
（１年内返済予定含む） 33,916 31,747 △2,168

(3)長期預り敷金保証金 8,794 7,061 △1,733
負債計 92,711 81,104 △11,606

(注) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表価
額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度
(百万円)

関連会社株式 5,582
非上場株式 386
エクイティ出資金等 13,942

※ エクイティ出資金等は、主に匿名組合出資金であります。
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（3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定された時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券 16,843 − − 16,843
資産計 16,843 − − 16,843

② 時価をもって連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価(百万円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金及び保証金 − − 532 532

資産計 − − 532 532
社債
（１年内償還予定含む） − 42,295 − 42,295

長期借入金
(１年内返済予定含む) − 31,747 − 31,747

長期預り敷金保証金 − − 7,061 7,061
負債計 − 74,042 7,061 81,104



― 17 ―

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
１．投資有価証券

債券は取引市場の価格に、上場株式は金融商品取引所の価格によって評価しております。こ
れらは活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

２．敷金及び保証金
これらの時価は、事業計画等を勘案して合理的に見積もった将来キャッシュ・フローと国債

（主として超長期国債）の利回りで割り引いた現在価値等によって算定しており、レベル３の時
価に分類しております。

３．社債（１年内償還予定含む）及び長期借入金（１年内返済予定含む）
これらの時価について、元利金の合計額を新規発行及び新規借入を行った場合に想定される

利率で割り引いて現在価値を算定しており、レベル２の時価に分類しております。
４．長期預り敷金保証金

これらの時価は、過去実績やテナントの状況等を勘案して合理的に見積もった将来キャッシ
ュ・フローと国債の利回りに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値等によって算定
しており、レベル３の時価に分類しております。
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６．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、大阪府その他の地域において賃貸用の不動産を有しております。2026年３月期にお
ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は7,621百万円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）
であります。

（2）賃貸等不動産の時価に関する事項
当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び時価は次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額 時 価
128,198百万円 233,196百万円

（注） 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 連結計算書類提出会社本社に係る有形固定資産残高は、上記の表には含めておりません。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づき、社外の不動産鑑定士
が算定した金額であります。

７．収益認識に関する注記
（1）収益の分解 （単位：百万円)

オフィス
ビル

データセンター
ビル

ウインズ
ビル

商業施設・
物流倉庫等 合計

顧客との契約から
生じる収益 273 4,890 1,744 23 6,933

その他の収益 (注)1 4,388 6,121 1,606 1,206 13,322

外部顧客への売上高 4,661 11,012 3,351 1,229 20,255

（注） 1. その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収益が含まれておりま
す。

2. 当連結会計年度末より、「オフィスビル事業」「データセンタービル事業」「ウインズビル事業」
「商業施設・物流倉庫等事業」としていた名称を「オフィスビル」「データセンタービル」「ウイ
ンズビル」「商業施設・物流倉庫等」に変更しております。当該変更は、名称変更のみであり、
その内容に与える影響はありません。

（2）収益を理解するための基礎となる情報
１．(４）会計方針に関する事項の④重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
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８．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,706円00銭
（2）１株当たり当期純利益 96円86銭

９．その他の注記
資産除去債務に関する注記
（1）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
① 当該資産除去債務の概要

事業用定期借地契約に伴う原状回復義務であります。
② 当該資産除去債務の金額の算定方法

契約に基づく残存年数を使用見込期間と見積もり、割引率は0.326%を使用して資産除去債務の金額を
計算しております。

③ 当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 116百万円
時の経過による調整額 0百万円
期末残高 116百万円

（2）連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
当社グループは、一部の事業用施設について、不動産賃貸借契約に基づく退去時の原状回復に係る債務等

を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、また、現時点において将来退
去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見
合う資産除去債務を計上しておりません。

10．記載金額は、４．(2)１株当たり配当額及び８．１株当たり情報に関する注記を除き百万円未満を切り捨て
て表示しております。なお、当連結会計年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しておりま
す。
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株主資本等変動計算書
(20252026

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで)

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資 本 剰 余 金
合 計 利 益 準 備 金

当 期 首 残 高 9,827 9,199 − 9,199 872
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △67 △67
利益剰余金から資本剰余金への振替 67 67
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − − − −
当 期 末 残 高 9,827 9,199 − 9,199 872

（単位：百万円）
株 主 資 本
利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金
合 計固 定 資 産

圧 縮 積 立 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金

当 期 首 残 高 125 27,013 28,458 56,470
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △2,018 △2,018
当 期 純 利 益 4,761 4,761
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
利益剰余金から資本剰余金への振替 △67 △67
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 − − 2,676 2,676
当 期 末 残 高 125 27,013 31,134 59,146
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（単位：百万円）
株 主 資 本

自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 △358 75,139
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △2,018
当 期 純 利 益 4,761
自 己 株 式 の 取 得 △1,724 △1,724
自 己 株 式 の 処 分 188 121
利益剰余金から資本剰余金への振替 −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 △1,535 1,141
当 期 末 残 高 △1,893 76,280

（単位：百万円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金 土地再評価差額金 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 5,561 △4,568 993 76 76,208
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △2,018
当 期 純 利 益 4,761
自 己 株 式 の 取 得 △1,724
自 己 株 式 の 処 分 121
利益剰余金から資本剰余金への振替 −
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 3,950 − 3,950 △59 3,891

事業年度中の変動額合計 3,950 − 3,950 △59 5,032
当 期 末 残 高 9,512 △4,568 4,944 16 81,241
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個 別 注 記 表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券………償却原価法
子 会 社 株 式………移動平均法による原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの

………時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定)

市場価格のない株式等
………移動平均法による原価法

なお、匿名組合出資金等については、その損益のうち、当社に帰属する持
分相当額を営業外損益に計上するとともに、「投資有価証券」を加減する
方法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

………定額法

無 形 固 定 資 産
（リース資産を除く）

………定額法

リ ー ス 資 産………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間
を耐用年数とし残存価額を零とする定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金………一般債権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債権及び破産更生債権

は財務内容評価法によっております。
当事業年度においては該当がないため計上しておりません。

賞 与 引 当 金………従業員の賞与支給に充てるため、前事業年度の支給実績を勘案して当事業
年度の負担すべき支給見込額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産に基づき計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社は、顧客との契約から生じる収益について、以下の５つのステップを適用することにより収益を認

識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下のとおりであります。
①賃貸物件の使用に関連して生ずる電気料等

顧客（賃貸物件のテナント）が使用する電力使用量等について、当該電力等を使用した時点で当該
電力財に対する支配が顧客に移転したと判断し、契約に示されている対価（従量料金）に基づいて収
益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。
②ウインズビルのうち他社との共同事業

ウインズビルのうち他社との共同事業について、契約に基づくサービスを顧客に移転することによ
って当社が履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収益を認識しておりま
す。
履行義務の対価は、当月分を前月末に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

③ビル管理業務
顧客（賃貸物件のテナント）に対するビル管理業務について、ビル管理業務に係るサービスを顧客

に移転することによって当社が履行義務を充足するにつれて、契約に示されている対価に基づいて収
益を認識し、月次で対価を請求しております。
履行義務の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヵ月以内に受領しており、重要な金融要素は含

まれておりません。
（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

控除対象外消費税等の会計処理の方法
………資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しており

ます。
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２．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額 −百万円
（2）その他の情報

連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

３．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 58,300百万円
（2）土地の再評価

土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行
い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
（再評価の方法）
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資

産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出
（再評価を行った年月日）
2002年３月31日

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引以外の取引高 7百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の発行済株式の種類及び株式数
普通株式 48,811,498株

当事業年度末の自己株式の種類及び株式数
普通株式 1,109,167株
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６．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
減価償却費償却限度超過額 25百万円
減損損失（建物及び構築物他） 84百万円
減損損失（長期前払費用） 581百万円
退職給付引当金 22百万円
株式報酬費用 76百万円
ゴルフ会員権 19百万円
資産除去債務 36百万円
未払事業税 73百万円
税務上の繰延資産 22百万円
その他 38百万円
繰延税金資産小計 980百万円

評価性引当額 △279百万円
繰延税金資産合計 701百万円

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △57百万円
固定資産（資産除去債務部分） △24百万円
その他有価証券評価差額金 △4,193百万円
その他 △91百万円

繰延税金負債合計 △4,367百万円
繰延税金負債の純額 △3,666百万円

再評価に係る繰延税金資産
土地再評価差額金 2,295百万円
評価性引当額 △2,295百万円
再評価に係る繰延税金資産合計 −百万円

再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金 △1,250百万円
再評価に係る繰延税金負債合計 △1,250百万円
再評価に係る繰延税金負債の純額 △1,250百万円
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（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、注記を省略しております。

７．関連当事者との取引に関する注記
子会社

属性及び会社等の名称 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社
Keihanshin Building America
Co., Ltd.

所有
直接100％ 役員の派遣 出資の引受 5,303 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）出資の引受については、子会社の財政状態等を勘案のうえ決定しております。

８．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,702円74銭
（2）１株当たり当期純利益 98円65銭

10．その他の注記
資産除去債務に関する注記
連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

11．記載金額は、９．１株当たり情報に関する注記を除き百万円未満を切り捨てて表示しております。なお、当
事業年度より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
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